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令和４年度東綾瀬中学校のきまり 

 

〔 服 装 〕 

○次の１，２の服装を各自の判断で着用する 

１ 学校指定の標準型ブレザーを着用。本校指定（校章入り）のボタンをつける。白の長袖または半袖レ

ギュラーカラーのワイシャツに指定のネクタイもしくはリボンをつける。 

※1)儀式的行事（入学式・卒業式・始業式・終業式・修了式）や校外での活動においては，原則上記１

の服装で参加する。 

※2)校内の活動のみ，ブレザーを脱いでも良い。 

 

２ 白の長袖または半袖レギュラーカラーのワイシャツのみ着用。ネクタイやリボンをつけなくても良

い。 

 

《ワイシャツの着用について》 

・上記２着用中は、ワイシャツの第１ボタンははずしてよいが、それ以外のボタンはとめる。 

《ベスト（学校指定）の着用について》 

・ベストの着用については、義務化しない。 

《ズボンの着用について》 

・ベルトは黒を使用する。（細いものや装飾の施されたものは不可）  

・ズボンは故意に幅を広げたり、すぼめたりしない。 

・故意に短いものや長いものを使用しない 

《スカートの着用について》 

・ひざが隠れる長さのものとする。故意に長くしたり、折り込んだり裾上げなど短くしたりしない（故

意に切ってしまって元に戻らない場合は新しいものを購入する）。 

 

〔 身 な り 〕 

・登下校に使用する靴は運動靴とする。保健体育授業時に使用できるものとするし，革靴やデッキシュ

ーズなど運動に適さない靴は使用しない。また，くるぶしが隠れるような靴は使用しない。 

・外履き、上履き共に、かかとをつぶさない。記名欄(ベロの裏)にしっかりと記名する。 

・靴下は、白・黒・紺・灰色のくるぶしが隠れる長さ以上のものとし、ワンポイントまでは可とする。

ただし、ライン入りは不可とする。スニーカーソックスやルーズソックスは不可） 

・寒い場合､黒いタイツを着用してもよい｡  

・ワイシャツの下には衛生上の理由から必ず下着を着用する。ワイシャツから極端に透けて見える色遣

いやデザインは極力避ける。 

・装飾品は一切身につけない。 

・夏場、登下校時に直射日光を避けるためのつばのある帽子を着用しても良い。 

 

～寒い場合は、通常の服装に加えて、防寒具を使用してよいが、下記のことを守る～ 

＊スクールセーター、ベストは学校指定のものを着用する。 

＊コートは､黒・紺または灰色のものを着用しても良い｡ボタンはきちんととめる｡ 

（スクールコートが望ましいが、Ｐコート、ダッフルコートも可） 

＊マフラーやネックウォーマーおよび手袋、耳当ては着用しても良い。 

 

〔 髪 型 〕 

① 男女共通 

・整髪料は使用しない。 

・パーマ、染色、脱色、ドライヤ－での加工、眉剃り等はしない。 
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・前髪は、目にかからないようにする。 

・流行に左右されるような髪型にしない。 

② 男子 

・襟、耳に、かからないようにする。 

③ 女子 

・髪の毛が肩についたら、編むか結ぶようにする。髪の毛を束ねることに不必要な加工はしない。 

・髪を止めるゴム・ピンは、黒、紺、茶のものを使用する。 

・顔に髪がかからないように、黒いヘアピンでしっかり留める。リボン等の髪飾りは使用しない。 

 

〔 持 ち 物 〕 

・教科の授業(定期考査を含む）がある時は学校指定の黒カバンで登校する。 

※学校から指示がある場合は東中バッグだけでもよい(きんちゃく袋や紙袋･ビニ－ル類は禁止)。ま

た、部活動等で、再登校する場合は東中バックだけでもよい。 

・黒カバン・東中バッグ等を変形させたり、シ－ルを貼ったり、装飾品をつけたり、落書きをしない。

(ただし、目印として小さなキーホルダー程度の物なら一つだけつけてもよい) 

・学校生活に必要のないもの《雑誌、ＣＤ、飲食物、お金等》は一切持ってこない。特に携帯電話の持

ち込みは禁止する。 

・学校で集金等のある時のみ、お金を持ってきてもよい（朝、担当の先生に提出）。 

・すべての持ち物に記名する（大きくはっきりと）。 

※落とし物をした場合、または見つけた場合は、遺失物担当の先生に申し出る。  

・水筒は年間を通して持ってきても良い。(中身は水・お茶類・スポ－ツドリンク類とする) 

 

〔 欠席・遅刻・早退 等について〕 

① 欠席、遅刻の届けについて 

・原則として８時１５分までに必ず保護者が電話で連絡する。または、保護者の文書を友人に託し、担

任に連絡する。直接本人による電話や、友達に口頭で頼むようなことは避ける。 

② 遅刻して登校したとき(１校時始業後) 

・自分の教室に行く前に必ず職員室に立ち寄り、遅れて登校したことを学年の先生に話し｢登校チェック

カード｣を書いてもらって､教室にいる先生に渡す(電話連絡をした生徒も職員室に行く)｡ 

③ 早退について 

・急病等でやむをえない場合を除いて、あらかじめ届けを出す。病気等で早退する場合は、養護の先生

の指示を受けた後、教科担任に連絡をとってから帰宅する。家についたら保護者または本人が、無事

帰宅できたことを学校へ連絡をする。 

④ 登校後の外出 

・原則として、登校後の授業内の外出は許可しない（忘れ物を取りに行くことも認めない）。 

 

〔 生 活 時 間 〕 

① 登校時間 

・８時２５分までに自分の座席に着席する。（８時３０分出欠確認）１日が始まる準備をする。雨の日は

玄関が混雑するため、また月曜日は朝礼等があるので早目に登校する。 

・朝礼時は、体育館にて８時３０分に出席を確認する。 

② 下校時間 

・一斉下校 

（５時間授業の日は１４時３５分、６時間授業の日は１５時３５分） 

・放課後活動のない者は、清掃活動、委員会活動などの生徒（友達）を待たない。 

・学級活動や部活動などにより下校時間を過ぎて残留する場合は、夏季（４月～10 月）１８時３０分、

冬季（11 月～3 月）１８時１５分までとする。（必ず担当教員の監督の下で残留する） 


